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 各指定居宅介護支援事業所 管理者 様 

 

岡山市長 大 森 雅 夫  

 

令和７年度後期の「特定事業所集中減算に係る届出書」の作成及び提出について 

 

 平素から、介護保険サービスの適正な提供にご尽力いただき、誠にありがとうございます。 

 さて、居宅介護支援事業所においては、毎年度２回、判定期間内に作成された居宅サービス

計画について、特定事業所集中減算の算定手続きを行う必要があります。  

 つきましては、令和７年度後期（令和７年９月１日～令和８年２月２８日）分の算定結果を

「特定事業所集中減算に係る届出書（様式１）又は（様式１－１）」を作成し、算定の結果８

０％を超えた場合については、令和８年３月１６日（月）までに提出してください。 

 割合が８０％を超えたことについて、「正当な理由」がある場合は減算の対象となりません

が、「正当な理由」の有無は、事業所から提出された書類を本市において個別に判断すること

としており、本市が理由を不適当と判断した場合は、減算が適用されますのでご留意ください。 

 また、８０％を超えたことについて、「正当な理由（例：平均計画件数が少ない等）」があ

ったとしても、提出期限までに提出がない場合は、減算が適用されますのでご注意ください。 

なお、各種様式及び詳細な内容は、岡山市事業者指導課ホームページ（https://www.city.oka

yama.jp/soshiki/16-3-1-0-0_8.html）に掲載しています。  

 

記 

 

１ 特定事業所集中減算届け出に関する留意事項 

（１） 全ての居宅介護支援事業所は、別添１を確認のうえ、「特定事業所集中減算に係る

届出書（様式１又は様式１－１）」を必ず作成すること。 

（２） 算定の結果、紹介率最高法人を位置付けた居宅サービス計画数の割合が８０％を超

えた場合については「様式１」又は「様式１－１」を必ず提出すること。（提出方法

は郵送、ＦＡＸ、メールのいずれでも可。） 

（３） ８０％を超えており、正当な理由がある場合は、「様式２」も添付してください。 

※なお、正当な理由が「特別地域居宅介護支援加算を算定している」、「平均居宅サー

ビス計画数２０件以下」又は「それぞれのサービスが位置付けられた計画件数が１月

当たり平均１０件以下」のみの場合は「様式２」は不要です。 

（４）対象サービスは訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護の４サー

ビスです。 



（５） 今回、提出する「特定事業所集中減算に係る届出書」の内容で、令和８年４月１日

から「減算あり」「減算なし」の異動他、 報酬の体制が変更になる場合は、必ず令和

８年３月１６日(月)までに、必要書類を揃えて体制届を提出してください。 

※なお事業者指導課において、「特定事業所集中減算に係る届出書」を審査した結果、

「減算あり」と判断した場合等は、体制届の再提出について連絡します。 
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